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可可
決決
しし
たた
議議
案案

第
３
回
定
例
会

可可
決決
しし
たた
決決
議議
（（要要旨旨））

第
３
回
定
例
会

可可
決決
しし
たた
意意
見見
書書
（（要要旨旨））

第
３
回
定
例
会

実
施
し
て
い
る
。
今
後
、
電
子
認

証
な
ど
の
方
法
が
定
着
し
た
段
階

で
、
登
録
方
法
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。
�
現
在
、
子
ど
も
た
ち
に

対
す
る
働
き
か
け
と
し
て
、
乳
幼

児
健
診
の
際
に
、
親
と
子
が
一
緒

に
読
め
る
本
な
ど
を
紹
介
し
て
い

る
。
ま
た
、
小
学
校
な
ど
の
授
業

で
図
書
館
の
見
学
を
行
う
際
に
は
、

利
用
者
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
な
ど
、

図
書
館
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え

る
よ
う
努
力
し
て
い
る
。

中
野
区
掲
示
板
の
見
直
し

佐
野
議
員

中
野
区
の
掲
示
板

の
利
用
や
管
理
は
、
い
ま
だ
に
昭

和
５３
年
の
規
定
で
行
わ
れ
て
い
る

が
、
時
代
と
合
わ
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
管
理
方
法
や
費
用
対
効

果
な
ど
を
含
め
、
見
直
す
べ
き
で

は
。答

地
域
間
の
利
用
頻
度
の
不

均
衡
や
美
観
、
区
民
ニ
ー
ズ
と
の

か
い

り

乖
離
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
今
年

度
内
に
見
直
し
を
し
た
い
。
ま
た
、

可
能
な
改
善
は
、
で
き
る
も
の
か

ら
行
っ
て
い
く
。

中
野
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り

か
せ
議
員

中
野
駅
周
辺
ま
ち

づ
く
り
推
進
委
託
は
、
ど
の
よ
う

な
位
置
付
け
で
契
約
を
行
っ
た
の

か
、
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
０６
年
３
月
に

受
託
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告

書
は
、
前
年
に
他
の
業
者
か
ら
提

出
さ
れ
た
支
援
業
務
報
告
書
と
同

し

い

て
き

一
の
部
分
が
多
く
、
恣
意
的
に
結

論
を
導
き
出
し
て
い
る
と
思
わ
ざ

る
を
得
な
い
が
ど
う
か
。

答

企
業
秘
密
と
い
う
こ
と
も

あ
り
契
約
内
容
の
詳
細
は
公
開
で

き
な
い
が
、
必
要
な
手
続
き
に
の

っ
と
り
委
託
契
約
を
締
結
し
た
。

成
果
物
に
つ
い
て
も
確
実
に
検
査

を
行
っ
て
お
り
、
適
正
な
報
告
を

受
け
た
と
認
識
し
て
い
る
。

区
施
設
の
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
対
策

吉
原
議
員

区
施
設
に
お
け
る

ア
ス
ベ
ス
ト
や
有
害
化
学
物
質
な

ど
へ
の
対
策
を
推
進
す
る
た
め
に

も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、

根
本
的
な
除
去
な
ど
の
対
策
を
講

じ
る
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

答

ア
ス
ベ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

区
と
し
て
も
明
確
な
方
針
を
持
っ

て
臨
ん
で
い
る
。
そ
れ
以
外
の
有

害
物
質
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

そ
の
対
策
は
で
き
て
い
る
と
認
識

し
て
い
る
が
、
今
後
も
適
切
な
対

応
に
努
め
た
い
。

奨
学
金
制
度
の
創
設

久
保
議
員

青
年
層
を
中
心
に

し
た
人
材
育
成
の
た
め
、
中
野
区

独
自
の
奨
学
金
制
度
の
創
設
を
提

案
す
る
。
内
容
と
し
て
は
、
対
象

者
を
広
く
し
、
メ
ニ
ュ
ー
も
固
定

化
せ
ず
、
ま
た
財
源
も
税
金
だ
け

で
な
く
民
間
の
寄
付
な
ど
も
合
わ

せ
た
弾
力
性
の
あ
る
独
立
し
た
基

金
を
設
け
て
行
う
の
は
ど
う
か
。

答

地
域
を
活
性
化
し
、
発
展

を
さ
せ
て
い
く
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
の
人
材
の
活
躍
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
ご
提
案
の
新
た
な

発
想
に
基
づ
く
奨
学
金
の
制
度
に

つ
い
て
も
人
材
育
成
の
方
策
の
一

つ
と
し
て
研
究
を
し
て
い
き
た
い
。

利
害
対
立
解
消

奥
田
議
員

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

崩
壊
し
て
い
る
昨
今
、
本
来
あ
る

べ
き
共
同
体
を
つ
く
る
こ
と
が
難

し
い
。
騒
音
や
小
動
物
の
問
題
な

ど
、
直
接
地
域
の
住
民
同
士
で
解

決
で
き
な
い
問
題
に
対
し
、
匿
名

の
伝
言
制
度
を
設
け
、
区
が
区
民

の
声
を
間
接
的
に
利
害
関
係
者
に

伝
え
、
調
節
す
る
よ
う
な
働
き
か

け
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答

原
因
者
に
対
し
、
可
能
な

範
囲
で
注
意
を
喚
起
す
る
な
ど
、

区
と
し
て
の
取
り
組
み
を
進
め
て

い
る
。
今
後
さ
ら
に
、
広
聴
部
門

の
相
談
制
度
の
周
知
に
努
め
た
い
。

区
長
提
出
議
案

●
平
成
１８
年
度
中
野
区
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
次
）

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
５
億
１

９
９
７
万
７
千
円
を
追
加
し
、
予

算
の
合
計
額
は
、
８
９
０
億
８
０

７
８
万
７
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
平
成
１８
年
度
中
野
区
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
次
）

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
１３
億
９

百
万
円
を
追
加
し
、
予
算
の
合
計

額
は
、
３
１
４
億
９
７
０
０
万
円

と
な
り
ま
し
た
。

●
平
成
１８
年
度
中
野
区
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
次
）

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
１
億

１
５
９
６
万
８
千
円
を
追
加
し
、

予
算
の
合
計
額
は
、
１
６
２
億
１

５
９
６
万
８
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
中
野
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

健
康
保
険
法
な
ど
の
改
正
に
よ

り
、
新
た
に
入
院
時
生
活
療
養
費

が
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

助
成
す
る
医
療
費
の
額
の
算
定
の

規
定
を
改
め
ま
す
。

●
中
野
区
障
害
者
福
祉
会
館
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
障
害
者
福
祉
会
館
で
行
う

事
業
、
そ
の
利
用
資
格
、
利
用
者

負
担
な
ど
に
つ
い
て
、
規
定
を
改

め
ま
す
。

●
中
野
区
障
害
者
福
祉
作
業
所
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
施
設
の
設
置
、
利
用
対
象

者
、
利
用
者
負
担
な
ど
に
つ
い
て
、

規
定
を
改
め
ま
す
。

●
中
野
区
社
会
福
祉
会
館
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

社
会
福
祉
会
館
に
精
神
障
害
者

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
公
の

施
設
と
し
て
設
置
す
る
に
当
た
り
、

そ
の
休
業
日
お
よ
び
使
用
時
間
を

定
め
る
と
と
も
に
、
精
神
障
害
者

社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー
の
休
業
日
お

よ
び
使
用
時
間
を
変
更
し
ま
す
。

●
中
野
区
立
知
的
障
害
者
授
産
施

設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
施
設
の
設
置
、
入
所
対
象

者
、
利
用
者
負
担
な
ど
に
つ
い
て
、

規
定
を
改
め
ま
す
。

●
中
野
区
立
知
的
障
害
者
更
生
施

設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
施
設
の
設
置
、
入
所
対
象

者
、
利
用
者
負
担
な
ど
に
つ
い
て
、

規
定
を
改
め
ま
す
。

●
中
野
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改

正
に
よ
り
、
一
般
被
保
険
者
に
か

か
る
基
礎
賦
課
総
額
の
基
準
が
変

更
さ
れ
る
た
め
、
一
般
被
保
険
者

に
か
か
る
基
礎
賦
課
総
額
の
算
定

に
つ
い
て
、
規
定
を
改
め
る
と
と

も
に
、
平
成
１８
年
度
か
ら
平
成
２１

年
度
ま
で
に
お
け
る
特
例
を
定
め

ま
す
。

●
中
野
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
井
薬
師
南
自
転
車
駐
車
場
を

有
料
制
駐
車
場
と
し
て
設
置
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
名
称
お
よ
び
位

置
を
定
め
ま
す
。

●
中
野
区
み
ど
り
の
保
護
と
育
成

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

緑
化
計
画
の
認
定
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
対
象
お
よ
び
計
画

書
の
内
容
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、

保
護
指
定
の
解
除
な
ど
に
か
か
る

規
定
整
備
を
行
い
ま
す
。

●
特
別
区
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
（
大
和
町
四
丁
目
４
８
２
番

１８
〜
４
４
９
番
５
）

●
特
別
区
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
（
大
和
町
二
丁
目
４
４
９
番

２
〜
４
３
７
番
７
）

●
特
別
区
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
（
若
宮
二
丁
目
５
４
６
番
３

先
〜
５
６
３
番
１
先
）

●
特
別
区
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
（
若
宮
一
丁
目
５
６
３
番
１３

〜
５
７
６
番
１６
）

特
別
区
道
の
路
線
を
認
定
し
ま

す
。

●
中
野
区
議
会
議
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

支
度
料
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、

区
長
な
ど
の
旅
費
の
額
に
つ
い
て
、

規
定
を
改
め
ま
す
。

●
中
野
区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

支
度
料
を
廃
止
し
、
外
国
旅
行

の
宿
泊
料
の
額
を
定
額
の
範
囲
内

の
実
費
額
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、

市
町
村
の
合
併
に
伴
い
、
近
接
地

の
地
域
に
か
か
る
規
定
整
備
を
行

い
ま
す
。

●
中
野
区
教
育
委
員
会
教
育
長
の

給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

支
度
料
を
廃
止
し
ま
す
。

●
中
野
区
に
お
け
る
証
明
書
の
交

付
等
の
請
求
及
び
届
出
に
係
る

本
人
確
認
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に
伴

い
、
請
求
に
か
か
る
定
義
の
規
定

を
改
め
ま
す
。

●
中
野
区
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧

等
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る

条
例

住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に
よ

り
、
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
制
度

が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
閲

覧
の
請
求
手
続
、
請
求
の
拒
否
、

閲
覧
の
中
止
な
ど
を
条
例
で
定
め

る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
条

例
を
廃
止
し
ま
す
。

●
中
野
区
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

私
立
幼
稚
園
の
保
育
料
と
の
格

差
を
是
正
す
る
た
め
、
区
立
幼
稚

園
の
保
育
料
の
額
を
１３
万
６
２
０

０
円
に
引
き
上
げ
、
激
変
緩
和
の

た
め
３
年
間
の
経
過
期
間
を
設
け

ま
す
。議

員
提
出
議
案

●
決
議
（
１
件
・
次
項
に
要
旨
を

掲
載
）

●
意
見
書
（
１
件
・
次
項
に
要
旨

を
掲
載
）

●
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

第
１７
回
東
京
都
道
路
整
備
事
業

推
進
大
会
に
議
員
を
派
遣
し
ま
す
。

北
朝
鮮
の
核
実
験
に
抗
議
し
、

核
兵
器
及
び
核
兵
器
開
発
計

画
の
放
棄
を
求
め
る
決
議

我
が
国
を
は
じ
め
関
係
各
国
は
、

六
カ
国
協
議
を
中
心
に
あ
ら
ゆ
る

機
会
を
と
ら
え
北
朝
鮮
に
対
し
核

兵
器
の
開
発
を
断
念
す
る
よ
う
、

最
大
限
の
外
交
努
力
を
重
ね
て
き

た
。
特
に
北
朝
鮮
が
核
実
験
の
予

告
を
行
っ
た
こ
と
を
受
け
、
国
連

安
全
保
障
理
事
会
声
明
の
採
択
を

は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
に
よ
り
、
北
朝
鮮
の
自
制
を

促
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
努
力

を
無
視
す
る
今
回
の
北
朝
鮮
の
核

実
験
は
、
い
か
な
る
理
由
に
基
づ

こ
う
と
も
正
当
化
の
余
地
は
な
く
、

中
野
区
議
会
は
そ
の
無
謀
な
暴
挙

を
絶
対
に
容
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

よ
っ
て
、
中
野
区
議
会
は
北
朝

鮮
に
対
し
、
日
朝
平
壌
宣
言
に
違

反
し
て
核
実
験
を
強
行
し
た
こ
と

に
厳
重
に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、

全
て
の
核
兵
器
及
び
核
兵
器
開
発

計
画
を
直
ち
に
放
棄
し
、
早
期
か

つ
無
条
件
に
六
カ
国
協
議
に
復
帰

す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

ま
た
、
日
本
政
府
は
更
な
る
情

報
の
収
集
・
分
析
に
努
め
つ
つ
、

北
朝
鮮
に
対
し
て
我
が
国
の
断
固

た
る
抗
議
の
意
思
を
伝
え
、
北
朝

鮮
が
早
期
に
六
カ
国
協
議
に
復
帰

し
、
全
て
の
核
兵
器
及
び
核
兵
器

開
発
計
画
を
放
棄
す
る
よ
う
促
す

と
と
も
に
、
関
係
各
国
と
連
携
し
、

国
際
社
会
が
結
束
し
て
平
和
的
解

決
を
模
索
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
、
決
議
す
る
。

出
資
法
及
び
貸
金
業
規
制
法

の
改
正
に
関
す
る
意
見
書

国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
出
資

法
及
び
貸
金
業
規
制
法
の
改
正
に

当
た
っ
て
は
、
下
記
事
項
を
実
現

す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

記

１

出
資
法
の
上
限
金
利
を
利
息

制
限
法
の
制
限
金
利
ま
で
例
外
な

く
引
き
下
げ
る
こ
と

２

貸
金
業
規
制
法
第
４３
条
の

「
み
な
し
弁
済
」
規
定
を
撤
廃
す

る
こ
と

３

出
資
法
附
則
に
定
め
る
日
賦

貸
金
業
、
電
話
担
保
金
融
の
特
例

金
利
の
廃
止
及
び
保
証
料
名
下
で

の
出
資
法
及
び
利
息
制
限
法
の
脱

法
を
禁
止
す
る
こ
と

〈
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
法

務
大
臣
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

（
金
融
、
経
済
財
政
政
策
）
あ
て
〉
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